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【開催にあたって】 

 
製造物供給契約、特約店契約、代理店契約、下請契約等様々な継続的取引契約が存

在します。 一方で、契約先の見直しにあたって、契約を終了させる必要がある場合、他

方で、一方的に契約の終了を宣告される場合等、継続的契約の終了の制限に関する判

例理論を巡ってトラブルが生ずることがあります。そこで、契約の終了を求める側にとっ

ても、契約の終了を求められる側にとっても、継続的契約の終了の制限に関する判例

理論の射程範囲、その内容を正しく理解し、適正な取引を実現するため、継続的契約の

終了の制限に関する判例理論を取り上げることにします。 第１部では、継続的契約の

基本的理解を深めて頂きます。 第２部では、判例理論の射程範囲、契約類型ごとの検

討を踏まえ、具体的な実務において、契約の終了を求める側、終了を求められる側にと

って、どのような点に留意し、どのように対応すればよいのかを説明します。 

 

第１部 確認しておきたい継続的契約のポイント 

1．そもそも継続的契約とは何か 

2．継続的契約の終了 

（１）期間の定めがある場合 

① 契約期間の満了 ② 契約更新 ③ 契約更新の拒絶 

（２）期間の定めがない場合 

① 解約原則可能論 ② 解約原則不可能論 ③ 予告期間 

（３）中途解約 

① 合意解約（解除契約） ②約定解約 ③ 法定解約 

（４）契約の失効 

① 履行の停止 ② 契約の失効 

（５）契約終了後の処理 

① 契約関係の消滅 ② 契約後の権利義務 ③ 損害賠償 

3．民法改正と解除条項 

 

第２部 継続的契約の終了を制限する判例理論 

1．解約の制限か、終了の制限か（期間満了による終了も制限されるのか）～判例の射程範囲～ 

① 約定解約権の制限 ②更新拒絶の制限（期間満了の場合） 

2．契約類型ごとの検討 

① 継続的供給契約 ②代理店契約・特約店契約 ③フランチャイズ契約  

④下請契約、その他役務提供契約 

3．論理的筋道の検討 

① 契約自由の原則との関係 ② 信義則 

4．契約の終了を求める側、契約の終了を求められる側の留意点 

 ① 猶予期間 ② 補償の要否 

5．総括 

 


